
 

り災（又は被災）証明発行の流れ

【窓口】

加須地域：危機管理防災課　ＴＥＬ　0480—62—1111（内線256）

騎西地域：騎西総合支所　地域振興課　ＴＥＬ　0480—73—1111（代表）

北川辺地域：北川辺総合支所　地域振興課　ＴＥＬ　0280—62—2111（代表）

大利根地域：大利根総合支所　地域振興課　ＴＥＬ　0480—72—1111（代表）

【市：被害認定調査】
（火災の場合は消防署）

【市：事務手続き】
（火災の場合は消防署）

【被災者】

　

被害発生

申請書を受理 り災（又は被災）の申請

①電話で問合せ

②直接、市の窓口へ来庁

　現地確認（原則、本人立会） 　（印鑑、写真を持参ください）

　　※ 写真がある場合でも ※ 修理を行う前に申請願います

　　　　現地は確認します。

　　　　　　　　　　り災（又は被災）証明書の再発行申請

決裁

り災（又は被災）台帳への入力

　

り災（又は被災）証明書発行・交付 り災（又は被災）証明書の受理

※ 来庁又は郵送

　

り災（又は被災）証明書未交付 　申請から受理までは１週間

　程度の日数を要します。

※ なお、大規模災害時は、窓口が異なりますので、市からの情報を確認してください。

災害発生


